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ま
た
「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
現
に
法
制
化
さ
れ
て
い
る
の
に
な
ぜ
「
国
歌
・
君
が
代
」
と
一
本
化
し
た
新
規
立
法
を
必
要

と
す
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
政
府
は
、
一
本
化
の
新
規
立
法
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
行
法
の
何
が
欠
け
る
の
か
、
ま
た 

 

「
国
歌
・
君
が
代
」
の
慣
習
法
で
は
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
課
題 

 
 

は
、
国
民
の
国
家
規
範
に
関
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
対
策
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

政
府
は
、
「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
の
法
制
化
を
検
討
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
は
現
に
「
国
旗
・
日
の
丸
」 

 
 

 
 

は
現
行
法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
（
国
歌
・
君
が
代
は
、
明
確
な
法
的
根
拠
は
な
い
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
政
府
は 

 
 

「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
を
同
列
の
慣
習
法
と
い
う
の
か
。 

一 

国
旗
に
関
す
る
質
問
事
項 

2 

有
効
と
す
れ
ば
「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
慣
習
法
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
よ
っ
て
「
国
旗
・
日
の
丸
」
の
新
た
な 

1 

「
国
旗
・
日
の
丸
」
の
寸
法
及
び
デ
ザ
イ
ン
を
定
め
た
「
郵
船
商
船
規
則
」
（
明
治
三
年
一
月
二
七
日
、
太
政
官
布
告 

 
 

五
七
号
）
は
現
在
、
有
効
か
無
効
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
法
制
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

3 
船
舶
法
二
条
（
日
本
国
旗
掲
揚
権
）
、
七
条
（
掲
示
義
務
）
は
、
国
旗
掲
揚
権
及
び
国
旗
の
掲
示
を
義
務
づ
け
て
い 

 
 

る
。
義
務
づ
け
て
い
る
以
上
、
法
律
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
の
義
務
づ
け
て
い
る
国
旗
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
太

政
官
布
告
五
七
号
」
に
定
め
て
い
る
「
日
の
丸
」
で
あ
る
。 

ま
た
自
衛
隊
法
第
百
二
条
（
自
衛
艦
旗
等
）
で
は
「
自
衛
艦
そ
の
他
の
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
は
、
長
官
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
旗
及
び
・
・
・
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
掲
げ
る
国
旗
と
は
何

か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
太
政
官
布
告
五
七
号
」
に
定
め
て
い
る
「
日
の
丸
」
が
根
拠
法
で
あ
る
。
両
法
と
も
に
「
日
の

丸
」
を
指
示
し
て
い
る
。 

る
法
制
化
の
必
要
性
は
な
い
と
解
す
る
。
そ
の
見
解
を
問
う
。 

ま
た
航
空
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
は
、
旗
で
は
な
く
標
識
と
し
て
自
衛
隊
法
百
二
条
第
四
項
に
基
づ
き
「
赤
色
の

日
の
丸
に
白
色
の
輪
郭
」
と
表
示
し
て
い
る
。
更
に
海
上
保
安
庁
の
使
用
す
る
航
空
機
の
標
識
は
、
最
近
の
官
報
告
示 

 

（
平
成
十
一
年
三
月
二
四
日
）
で
も
「
日
の
丸
章
は
紺
青
色
で
囲
み
、
白
色
地
に
赤
丸
の
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
航
空
機
の
標
識
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
日
の
丸
」
を
指
示
し
て
い
る
。 

こ
れ
ほ
ど
明
確
な
法
的
根
拠
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
新
た
に
法
制
化
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
。
現
行
法
の 

二 

 



 

7 

「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
法
的
根
拠
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
国
際
間
で
は
、
現
在
「
国
旗
掲
揚
義
務
に
関
す
る
条
約
」

は
な
い
が
、
自
国
船
に
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
は
世
界
の
海
洋
慣
習
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
日
本
の
「
国
旗
・
日
の 

6 

政
府
は
、
新
た
に
法
制
化
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
が
、
ど
う
い
う
デ
ザ
イ
ン
の
国
旗
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ

の
形
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

5 

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
国
は
、
憲
法
二
条
で
国
家
の
象
徴
で
あ
る
三
色
旗
は
「
自
由
、
平
等
、
博
愛
」
を
意
味
し
て
い 

 
 

る
。
わ
が
国
の
国
旗
デ
ザ
イ
ン
の
「
白
地
と
赤
丸
」
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

4 
太
政
官
布
告
五
七
号
（
御
国
旗
、
中
旗
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
寸
法
、
デ
ザ
イ
ン
と
も
に
唯

一
、
統
一
規
格
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
時
代
の
変
転
に
よ
り
太
政
官
布
告
第
六
五
一
号
の

海
軍
御
国
旗
、
大
日
本
帝
国
国
旗
法
案
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
掲
揚
さ
れ
た
国
旗
な
ど
、
数
種
類
に
及
ぶ
。 

ま
た
「
日
の
丸
」
の
色
彩
も
紅
色
と
赤
色
な
ど
表
現
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
寸
法
、
デ
ザ
イ 

 
 

 

ン
、
色
彩
な
ど
統
一
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

「
国
旗
・
日
の
丸
」
に
何
か
欠
け
る
点
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
課
題
と
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
戦
前
の
文
部
省
尋
常
小
学
校
国
語
読
本
に
記
述
さ
れ
て
い
る
国
旗
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

 



 

8 

政
府
の
新
た
な
る
国
旗
の
法
制
化
に
お
い
て
国
旗
を
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
の
た
め
に
掲
揚
せ
よ
と
す
る
の
か
。

ま
た
何
を
義
務
化
さ
せ
、
何
を
尊
重
し
、
何
を
自
由
意
思
と
す
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

ウ 

国
内
・
外
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
儀
式
及
び
表
彰
、
各
社
放
送
局
の
映
像
放
映
及
び
録
音
放
送
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

通
信
に
よ
る
映
像
・
録
音
通
信
は
、
国
旗
掲
揚
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

オ 

自
衛
隊
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
、
Ｐ
Ｋ
Ｆ
、
海
上
保
安
庁
、
警
察
行
事
等
の
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
旗
掲
揚
の
義
務
を
課
す
る 

ア 

憲
法
七
条
の
国
事
行
為
を
行
う
場
に
お
い
て
国
旗
掲
揚
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る

の
か
。 

イ 

国
民
の
慶
弔
行
事
（
祝
日
、
祭
日
、
国
葬
式
、
戦
没
者
追
悼
式
、
国
技
等
）
の
う
ち
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
旗
掲

揚
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

エ 

靖
国
神
社
等
、
宗
教
的
儀
式
の
い
か
な
る
場
に
お
い
て
国
旗
掲
揚
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自

由
と
す
る
の
か
。 

丸
」
は
国
際
社
会
に
容
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
、
な
ぜ
「
国
旗
・
日
の
丸
」
（
法
的 

 
 

 

根
拠
は
あ
る
）
を
「
国
歌
・
君
が
代
」
（
法
的
根
拠
は
な
い
）
と
同
列
の
慣
習
法
と
い
う
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

四 

 



 

13 

「
日
の
丸
」
は
、
特
に
ア
ジ
ア
諸
国
の
侵
略
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
し
て
法
制
化
に
反
対
す
る
声
が
一
部
に
あ
る
、
反

省
も
含
め
そ
の
見
解
を
問
う
。 

12 

「
日
の
丸
」
の
解
釈
は
、
「
日
出
ず
る
国
」
「
日
の
出
ず
る
天
子
」
「
朝
日
の
昇
る
国
」
な
ど
多
様
で
あ
る
。
政
府
の 

 
 

 

統
一
見
解
を
問
う
。 

11 

「
日
の
丸
」
の
由
来
と
歴
史
的
経
過
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

10 

諸
外
国
で
は
、
一
般
的
に
国
旗
と
は
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
も
国
旗
は
、
国
民
統
合
の
象
徴
と

理
解
し
て
よ
い
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

9 

政
府
は
、
日
の
丸
を
国
旗
と
す
る
根
拠
は
何
か
。
な
ぜ
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
は
い
け
な
い
の
か
。 

キ 

国
際
機
関
の
諸
行
事
及
び
国
際
儀
礼
の
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
旗
掲
揚
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の 

 

か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

カ 
都
道
府
県
及
び
市
町
村
行
政
に
関
す
る
諸
行
事
の
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
旗
掲
揚
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重 

 
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

五 

 



 

17 

航
空
自
衛
隊
の
部
隊
旗
は
、
鷲
の
金
モ
ー
ル
で
あ
り
、
航
空
機
は
日
の
丸
の
標
識
で
あ
る
。
自
衛
隊
旗
は
、
こ
の
よ
う

に
三
軍
と
も
に
ば
ら
ば
ら
の
旗
で
あ
る
。
こ
の
際
、
自
衛
隊
法
を
改
正
し
「
国
旗
・
日
の
丸
」
に
統
一
す
る
必
要
性
は
な

い
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

16 

自
衛
隊
旗
に
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
一
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
る
陸
上
の
自
衛
隊
旗
（
旧
連
隊
旗
）
と
海
上
自
衛
艦

隊
旗
（
旧
軍
艦
旗
）
の
二
種
類
（
航
空
自
衛
隊
旗
は
な
い
）
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
旭
日
旗
で
あ
る
。
こ
の
旭
日
旗
と
日
の

丸
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
，
ま
た
旭
日
旗
の
意
義
、
デ
ザ
イ
ン
は
何
を
表
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

15 

刑
法
九
二
条
（
外
国
国
章
損
壊
罪
）
は
、
外
国
の
国
旗
を
損
壊
等
す
れ
ば
刑
罰
の
対
象
と
な
る
が
、
日
本
の
国
旗
を
損

壊
等
し
て
も
刑
罰
対
象
に
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
法
的
根
拠
が
な
い
と
の
認
識
か
ら
か
。

そ
れ
と
も
刑
罰
に
値
し
な
い
軽
犯
で
あ
る
と
の
認
識
か
。
ま
た
刑
法
制
定
時
に
な
ぜ
こ
の
規
定
を
導
入
し
な
か
っ
た
の 

か
、
ま
た
政
府
の
新
規
立
法
案
で
は
、
刑
罰
の
対
象
と
す
る
の
か
否
か
、
四
点
に
つ
い
て
見
解
を
問
う
。 

14 

一
時
戦
前
の
教
育
に
は
「
国
旗
・
日
の
丸
」
の
掲
揚
と
「
国
歌
・
君
が
代
」
を
斉
唱
す
る
に
毎
朝
、
東
方
を
向
き
宮
中

に
礼
拝
す
る
と
い
う
命
令
行
為
は
、
さ
な
が
ら
天
皇
を
崇
拝
す
る
教
育
で
あ
っ
た
と
解
す
る
が
、
戦
前
と
戦
後
の
国
旗
掲

揚
と
君
が
代
の
斉
唱
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
の
か
、
比
較
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 六 

 



 

21 

政
府
は
、
過
去
の
国
会
答
弁
に
お
い
て
「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
太
政
官
布
告
五
七
号
「
郵
船
商
船
規
則
」
に
制
定
さ 

20 

昭
和
六
年
二
月
、
第
五
九
回
帝
国
議
会
、
衆
議
院
に
十
一
条
か
ら
な
る
「
大
日
本
帝
国
国
旗
法
案
」
が
、
衆
議
院
議
員

石
原
善
三
郎
氏
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
。
衆
議
院
は
、
満
場
一
致
で
通
過
し
た
が
、
貴
族
院
で
は
審
議
未
了
と
な
り
廃
案

と
な
っ
た
経
過
が
あ
る
。
そ
の
廃
案
と
な
っ
た
理
由
及
び
当
時
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

19 

商
標
法
四
条
で
は
、
「
国
旗
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標
」
は
使
用
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
商
業
的
に
は

「
日
の
丸
タ
ク
シ
ー
」
「
銘
酒
日
の
丸
」
「
君
が
代
う
ど
ん
」
「
君
が
代
そ
う
め
ん
」
な
ど
は
権
利
と
し
て
い
る
。
こ
う 

 
 

 

し
た
権
利
の
実
態
把
握
と
特
許
並
び
に
商
標
登
録
な
ど
関
係
法
令
と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
図
る
の
か
、
そ
の
見
解
を

問
う
。 

18 

「
自
衛
隊
法
の
旗
に
関
す
る
訓
令
」
に
は
約
三
十
種
類
の
旗
が
あ
る
。
例
え
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
旗
、
防
衛
庁
長
官 

 
 

旗
、
統
合
幕
僚
会
議
議
長
旗
等
で
あ
る
。
部
内
と
い
え
ど
も
ま
ぎ
ら
わ
し
く
国
民
に
は
分
か
り
に
く
い
こ
と
か
ら
「
国 

 
旗
・
日
の
丸
」
に
統
一
す
る
、
ま
た
は
簡
素
化
・
整
理
す
る
こ
と
を
念
頭
に
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
そ
の
見
解
を
問

う
。 

七 

 



 

25 

現
行
の
法
体
系
か
ら
考
え
れ
ば
「
国
旗
・
日
の
丸
」
を
掲
げ
る
た
め
に
は
、
運
輸
省
は
船
舶
法
で
防
衛
庁
は
自
衛
隊
法

で
海
上
保
安
庁
は
海
上
保
安
庁
法
で
国
旗
の
標
識
を
課
し
て
い
る
よ
う
に
文
部
省
は
文
部
省
の
各
法
を
も
っ
て
掲
揚
義
務
を 

24 

文
部
省
は
、
本
来
な
ら
ば
学
校
教
育
（
大
学
を
除
く
）
諸
行
事
の
な
か
で
、
特
に
入
学
式
、
卒
業
式
に
は
国
旗
の
掲
揚

義
務
を
課
す
る
各
法
の
制
定
が
必
要
で
な
か
っ
た
の
か
。
各
法
の
制
定
が
な
い
た
め
行
政
指
導
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
掲
揚
に
関
す
る
法
制
定
が
こ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
経
過
と
理
由
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。 

23 

国
旗
の
掲
揚
義
務
は
、
船
舶
、
自
衛
艦
、
航
空
自
衛
隊
及
び
海
上
保
安
庁
の
使
用
す
る
航
空
機
に
つ
い
て
の
規
定
で
国

旗
一
般
に
つ
い
て
掲
揚
す
る
規
定
は
な
い
。
故
に
文
部
省
の
国
旗
・
掲
揚
、
国
歌
・
斉
唱
の
行
政
指
導
は
、
各
法
な
き
国

旗
一
般
に
類
す
る
対
象
で
あ
る
故
に
慣
習
法
と
い
う
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

22 

文
部
省
所
管
の
法
律
に
は
、
船
舶
法
や
自
衛
隊
法
の
よ
う
に
「
国
旗
・
日
の
丸
」
を
掲
揚
さ
せ
る
現
行
法
が
あ
る
の
か

な
い
の
か
問
う
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
法
律
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

れ
た
実
行
法
で
あ
る
と
容
認
し
た
答
弁
内
容
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
あ
れ
ば
そ
の
主
な
内
容
を
年
代
別
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

八 

 



 

二 

国
歌
に
関
す
る
質
問
事
項 

3 

明
治
政
府
以
来
、
大
正
、
昭
和
の
戦
前
、
戦
後
に
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
し
て
教
科
書
に
明
記
し
た
事
実
が
あ
る
の 

2 

資
料
に
よ
れ
ば
「
君
が
代
」
を
国
歌
扱
い
に
し
た
の
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
（
一
八
八
九
年
）
教
育
勅
語
発
布 

 

（
一
八
九
〇
年
）
と
い
う
が
、
こ
の
史
実
に
相
違
は
な
い
か
、
そ
の
見
解
と
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

「
君
が
代
」
は
、
法
的
に
国
歌
と
し
て
制
定
し
た
歴
史
的
事
実
は
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

27 

行
政
指
導
は
、
相
手
方
の
協
力
を
得
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
権
利
を
制
限
し
た
り
、
ま
た
国
民
に
義
務
を
課
す

る
法
律
上
の
強
制
力
は
な
い
。
従
っ
て
法
律
に
制
定
さ
れ
て
い
な
い
権
利
や
義
務
を
学
習
指
導
要
領
を
も
っ
て
法
律
と
同

等
も
し
く
は
こ
れ
を
超
え
て
権
利
や
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
が
、
な
ぜ
学
習
指
導
要
領
で
義
務
を
課

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

26 
国
旗
掲
揚
を
義
務
づ
け
る
法
律
が
な
い
か
ら
行
政
指
導
を
も
っ
て
執
行
す
る
行
政
の
目
的
は
理
解
で
き
る
。
そ
の
行
政

指
導
の
執
行
に
は
義
務
も
含
ま
れ
る
の
か
、
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
行
政
指
導
の
義
務
と
法
律
義
務
と
の
区
別
、
相
違
点
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

課
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
何
人
に
も
掲
揚
義
務
を
課
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

九 

 



 

6 

政
府
の
新
た
な
る
国
歌
斉
唱
の
法
制
化
は
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
の
た
め
に
斉
唱
す
る
の
か
。
ま
た
何
を
義
務

化
さ
せ
、
何
を
尊
重
し
、
何
を
自
由
意
思
と
す
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

5 

明
治
政
府
は
、
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
年
）
に
大
日
本
礼
式
を
発
布
し
、
諸
官
庁
及
び
外
国
に
「
君
が
代
」
の
演
奏

を
楽
譜
と
し
て
公
式
に
通
知
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
も
有
効
か
、
無
効
か
を
問
う
。
ま
た
一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
年

三
月
十
二
日
）
文
部
省
第
三
号
告
示
で
「
小
学
校
儀
式
唱
歌
詞
並
楽
譜
」
を
発
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
在
も
国
歌
と

し
て
確
定
す
る
根
拠
と
な
る
の
か
否
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

4 
「
君
が
代
」
を
学
習
指
導
要
領
と
し
て
決
定
す
る
際
、
文
部
省
は
い
か
な
る
審
議
会
で
ど
の
よ
う
に
審
議
さ
れ
た
の 

 
か
。
そ
の
審
議
内
容
及
び
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
閣
議
決
定
の
期
日
並
び
に
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ア 

憲
法
七
条
の
国
事
行
為
を
行
う
場
に
お
い
て
「
君
が
代
」
斉
唱
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由

と
す
る
の
か
。 

イ 

国
民
の
慶
弔
行
事
（
祝
日
、
祭
日
、
国
葬
式
、
戦
没
者
追
悼
式
、
国
技
等
）
の
う
ち
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
歌
斉

唱
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

か
。
あ
れ
ば
そ
の
年
代
、
教
科
書
名
及
び
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
〇 

 



 

8 

「
君
が
代
」
の
「
君
」
と
は
、
元
来
、
君
主
で
は
な
く
恋
人
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
説
。
ま
た
「
君
」
と
は
、
普
通

の
二
人
称
単
数
で
あ
な
た
の
類
と
さ
れ
天
皇
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
る
説
。
さ
ら
に
「
君
」
と
は
、
天
皇
を
示 

7 

「
君
が
代
」
の
作
曲
、
演
奏
の
由
来
と
歴
史
的
経
過
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ウ 

国
内
・
外
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
表
彰
、
各
社
放
送
局
の
映
像
・
録
音
放
送
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
に
よ
る
映 

 

像
・
録
音
通
信
は
、
国
歌
斉
唱
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

オ 

自
衛
隊
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
、
Ｐ
Ｋ
Ｆ
、
海
上
保
安
庁
、
警
察
行
事
等
の
う
ち
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
歌
斉
唱
の
義
務
を
課

す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

エ 

靖
国
神
社
等
、
宗
教
的
儀
式
の
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
国
歌
斉
唱
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す
る
の
か
、

自
由
と
す
る
の
か
。 

キ 

国
際
機
関
の
諸
行
事
及
び
国
際
儀
礼
の
う
ち
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
歌
斉
唱
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、
尊
重
と
す

る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

カ 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
行
政
に
関
す
る
諸
行
事
の
う
ち
ど
の
行
事
に
際
し
て
、
国
歌
斉
唱
の
義
務
を
課
す
る
の
か
、

尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
。 

一
一 

 



 

12 

「
君
が
代
」
は
、
詠
み
人
知
ら
ず
の
古
い
歌
と
し
て
愛
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
楽
譜
に
は
六
種
類
あ
る
。
ま
た
平
成
九
年

四
月
現
在
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
に
三
曲
の
「
君
が
代
」
編
曲
作
品
が
個
人
名
で
著
作
権
登
録
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う

よ
う
に
多
種
多
様
な
楽
譜
が
あ
る
。
現
在
、
公
式
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
君
が
代
」
の
作
曲
著
作
権
は
誰
に
帰
属
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
「
君
が
代
」
の
作
曲
著
作
権
は
現
行
法
で
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
法
の
適
用
対
象
外
な
の
か
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

11 

「
君
が
代
」
の
歌
詞
に
つ
い
て
、
旧
憲
法
下
、
特
に
戦
前
に
お
け
る
「
君
」
の
解
釈
と
戦
後
の
「
君
」
の
解
釈
と
に
相

違
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
相
違
が
あ
れ
ば
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

10 

中
で
も
「
・
・
・
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
」
の
解
釈
を
問
う
。
さ
ざ
れ
石
と
は
小
石
の
こ
と
で
小
石
が
次
第
に
大
き

く
な
り
巌
と
な
る
の
は
自
然
理
に
反
す
る
教
え
で
は
な
い
か
。
巌
が
砕
け
て
自
然
に
小
石
に
な
る
と
い
う
の
が
自
然
的
な

意
味
で
は
な
い
か
。
義
務
教
育
で
は
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

9 

「
君
が
代
」
（
五
・
七
・
五
・
七
・
七
）
歌
詞
全
体
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

し
、
万
世
一
系
の
天
皇
を
賛
嘆
す
る
意
味
と
解
す
る
説
な
ど
、
多
様
で
あ
る
。
「
君
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
政 

 
 

府
の
統
一
見
解
を
問
う
。 

一
二 

 



 

三 

国
旗
・
国
歌
に
関
す
る
共
通
の
質
問
事
項 

2 

政
府
が
「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
を
法
制
化
す
る
目
的
と
背
景
は
何
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

1 

国
旗
・
国
歌
と
は
何
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

16 

「
国
旗
・
日
の
丸
」
は
、
現
に
法
制
化
さ
れ
て
い
る
の
で
「
国
歌
・
君
が
代
」
の
み
法
制
化
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
意
見
に
対
す
る
見
解
を
問
う
。 

15 

政
府
は
、
な
ぜ
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
す
る
の
か
。
こ
の
際
、
新
国
歌
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

方
が
一
部
に
あ
る
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

14 

「
君
が
代
」
の
楽
譜
は
別
と
し
て
歌
詞
が
国
民
的
に
理
解
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
国
家
の
よ
う
に

「
楽
譜
は
あ
っ
て
も
歌
詞
の
な
い
」
国
歌
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
儀
式
用
の
演
奏
曲
の
み
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
方
が
一
部
に
あ
る
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

13 

ス
ポ
ー
ツ
国
際
大
会
や
大
相
撲
な
ど
に
演
奏
さ
れ
る
「
君
が
代
」
の
楽
譜
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
な
ぜ
か
、
そ

の
見
解
を
問
う
。
ま
た
六
種
類
の
演
奏
楽
譜
に
加
え
、
三
編
曲
の
作
品
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
に
相
違
が
あ
る
の 

 
か
、
楽
譜
を
比
較
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
三 

 



 

7 

諸
外
国
別
に
国
旗
の
諸
事
例
（
制
定
形
式
、
掲
揚
義
務
及
び
尊
重
義
務
、
掲
揚
の
状
況
、
学
校
に
お
け
る
取
扱
い
、
一

般
国
民
の
行
事
等
の
取
扱
い
）
及
び
国
歌
の
諸
事
例
（
制
定
形
式
、
歌
詞
の
内
容
、
演
奏
の
状
況
、
学
校
に
お
け
る
取
扱

い
、
一
般
国
民
の
行
事
等
の
取
扱
い
）
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

6 

「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
を
国
家
規
範
の
重
要
課
題
と
し
て
、
内
閣
に
「
国
旗
、
国
歌
の
法
制
化
に
関
す

る
審
議
会
」
を
早
急
に
設
置
し
、
国
民
の
合
意
形
成
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
、
そ
の
見
解
を
問
う
。
ま
た
「
国

旗
、
国
歌
」
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
投
票
に
委
ね
る
こ
と
も
一
つ
の
選
択
と
考
え
る
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

5 

国
旗
、
国
歌
を
同
時
に
新
規
立
法
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
際
、
新
国
旗
・
新
国
歌
を
新
た
に
考
え
直
す
こ
と
も
あ
っ
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
一
部
に
あ
る
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

4 

子
ど
も
の
権
利
条
約
の
十
四
条
（
思
想
・
良
心
・
宗
教
の
自
由
）
の
規
定
と
「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
斉

唱
と
の
関
係
に
お
い
て
、
学
校
側
が
生
徒
等
に
対
し
、
「
一
同
起
立
、
国
歌
斉
唱
」
と
指
導
・
命
令
す
る
こ
と
は
、
条
約 

 
 

の
趣
旨
に
反
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

3 

「
国
旗
掲
揚
、
国
歌
斉
唱
」
の
義
務
は
、
憲
法
十
一
条
（
基
本
的
人
権
）
及
び
十
九
条
（
思
想
・
良
心
の
自
由
）
と
の

関
係
性
に
つ
い
て
法
的
見
解
を
問
う
。 

一
四 

 



 

 

一
五 

8 

政
府
は
、
新
規
立
法
に
当
た
っ
て
、
教
育
現
場
で
の
「
国
旗
・
掲
揚
、
君
が
代
・
斉
唱
」
は
、
義
務
を
課
す
る
の
か
、

尊
重
と
す
る
の
か
、
自
由
と
す
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

9 

「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
の
学
習
指
導
要
領
の
改
正
内
容
を
年
代
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

10 

現
行
の
「
国
旗
・
掲
揚
、
国
歌
・
斉
唱
」
は
、
な
ぜ
学
校
教
育
（
大
学
は
除
く
）
に
の
み
指
導
し
、
一
般
国
民
の
個
人

及
び
諸
団
体
等
に
対
し
、
掲
揚
及
び
斉
唱
の
指
導
を
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

11 

総
理
府
は
、
昭
和
五
三
年
三
月
に
「
国
旗
・
国
歌
」
に
関
す
る
世
論
調
査
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
調
査
は
行
わ

れ
て
い
な
い
と
聞
く
。
今
日
か
か
る
国
民
世
論
の
関
心
事
か
ら
、
政
府
は
、
直
ち
に
世
論
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
実
態
を

公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。
近
時
そ
の
計
画
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、
そ
の
見
解
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
。 


